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診断給付金複数回支払特約

保険期間中に、「がん」または「上皮内新生物」で以下の①または②の条件に該当したとき、

診断給付金複数回支払特約〔2025〕の複数回診断給付金をお支払いします。

＜条件＞「がん」の場合（※1）

① 初回の複数回診断給付金

初めてがんと診断確定された月の初日から所定の期間（※2）経過後に、

以下の（ア）および（イ）に該当したとき

（ア）がんと診断確定されていること（※3）

（イ）がんの治療を直接の目的として、次のいずれかに該当したとき

（a）入院をしたとき

（b）所定の手術を受けたとき

（c）所定の放射線治療（電磁波温熱療法を含む）を受けたとき

（d）所定の抗がん剤治療を受けたとき

（e）所定の緩和療養を受けたとき

② 2回目以降の複数回診断給付金

前回の複数回診断給付金の支払事由に該当した月の初日から所定の期間（※2）経過後に、

上記①の（ア）および（イ）に該当したとき

（※1）「上皮内新生物」の場合も同様の条件となります。
（※2）「1年型」の場合は1年、「2年型」の場合は2年です。
（※3）支払事由に該当する日において、「がん」の存在が確認されていることを要します。

 「上皮内新生物」の場合も同様です。

◆複数回診断給付金は、がん・上皮内新生物でそれぞれ1年または2年に1回を限度としてお支払いします。
なお、保険期間におけるお支払回数の限度はありません。

◆複数回診断給付金の保障金額につきましては、保険証券等でご確認ください。

診断給付金複数回支払特約〔2025〕とは

＜1年型の複数回診断給付金のお支払例＞

2025年7月
がんの診断確定

入院

2026年4月

1年

診断確定から1年以
内のため対象外

抗がん剤治療

2026年11月2026年7月

1年

2027年11月

手術・放射線治療・抗
がん剤治療・緩和療養
の通院ではない場合、
対象外

通
院 入院

2028年3月

1年

通院の保障がないご契約の場合や、治療給付金のお支払の対象にならない場合でも、上記①または②の条件に該当し
た場合は、複数回診断給付金のお支払の対象となりますので、当社までご連絡ください。

お
支
払

お
支
払
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診断給付金複数回支払特約

保険期間中に、「がん」または「上皮内新生物」で以下の①または②の条件に該当したとき、

診断給付金複数回支払特約〔2025〕の複数回診断給付金をお支払いします。

（※1） 「1年型」の場合は1年、「2年型」の場合は2年です。
（※2）支払事由に該当する日において、「がん」の存在が確認されていることを要します。

  「上皮内新生物」の場合も同様です。
（※3）所定の治療とは手術、放射線治療（電磁波温熱療法を含む）、抗がん剤治療、緩和療養をいいます。

◆複数回診断給付金は、がん・上皮内新生物でそれぞれ1年または2年に1回を限度としてお支払いします。
なお、保険期間におけるお支払回数の限度はありません。

◆複数回診断給付金の保障金額につきましては、保険証券等でご確認ください。

病名 条件

が
ん

① 初回の複数回診断給付金
責任開始日以後に初めてつぎの（ア）および（イ）に該当した月の初日から所定の期間（※1）経過後に、
つぎの（ア）および（イ）に該当したとき
（ア）がんと診断確定されていること（※2）
（イ）がんの治療を直接の目的として、入院または所定の治療（※3）を受けたとき

② 2回目以降の複数回診断給付金
前回の複数回診断給付金の支払事由に該当した月の初日から所定の期間（※1）経過後に、
上記①の（ア）および（イ）に該当したとき

上
皮
内
新
生
物

① 初回の複数回診断給付金
責任開始日以後に初めて上皮内新生物と診断確定された月の初日から所定の期間（※1）経過後に、
つぎの（ア）および（イ）に該当したとき
（ア）上皮内新生物と診断確定されていること（※2）
（イ）上皮内新生物の治療を直接の目的として、入院または所定の治療を受けたとき（※3）

② 2回目以降の複数回診断給付金
前回の複数回診断給付金の支払事由に該当した月の初日から所定の期間（※1）経過後に、
上記①の（ア）および（イ）に該当したとき

診断給付金複数回支払特約〔2025〕とは
（「経験者保険料率に関する特則」を付加されている場合）

＜1年型の「がん」の場合の複数回診断給付金のお支払例＞

2025年7月
診断確定と入院

入院

2026年4月

1年

抗がん剤治療

2026年11月2026年7月

1年

2027年11月

手術・放射線治療・抗
がん剤治療・緩和療養
の通院ではない場合、
対象外

通
院 入院

2028年3月

1年

通院の保障がないご契約の場合や、治療給付金のお支払の対象にならない場合でも、上記①または②の条件に該当し
た場合は、複数回診断給付金のお支払の対象となりますので、当社までご連絡ください。

入院

「診断確定と入院」
から1年以内のため、
対象外

お
支
払

お
支
払



＜複数回診断給付金のお支払例＞
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診断給付金複数回支払特約

保険期間中に「がん」または「上皮内新生物」で以下のいずれかの条件に該当したとき、

診断給付金複数回支払特約〔2018〕の複数回診断給付金をお支払いします。

＜条件＞「がん」の場合（※）

① 初めてがんと診断確定された月の初日から2年以上経過後に、以下の（ア）および（イ）に該当したとき

     （ア）がんと診断確定されていること

 （イ）がんの治療を直接の目的とする入院または所定の通院をしていること

＜所定の通院について＞

以下の（a）から（c）のいずれかの通院をいいます。（ホルモン療法のための通院は含みません。）

（a）手術のための通院

（b）放射線治療のための通院（電磁波温熱療法を含む）

（c）抗がん剤治療のための通院（経口投与を除く）

② 前回の複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記①の（ア）および（イ）に該

当したとき

（※） 「上皮内新生物」の場合も同様の条件となります。

ただし、保障金額は、「がん」の場合の複数回診断給付金額の10％となります。

◆複数回診断給付金は、がん・上皮内新生物でそれぞれ2年に1回を限度としてお支払いします。

なお、保険期間におけるお支払回数の限度はありません。

◆複数回診断給付金の保障金額につきましては、保険証券等でご確認ください。

診断給付金複数回支払特約〔2018〕とは

新がん保険・スーパーがん保険にご加入のお客様
通院給付金の保障がないご契約の場合、または、通院が通院給付金のお支払の対象にならない場合でも上記①または
②の条件に該当した場合は、複数回診断給付金のお支払の対象となりますので、当社までご連絡ください。

2024年7月
がんの診断確定

2025年
4月

2026年
7月

2026年
11月

2029年
3月

2028年
11月

入院 入院 入院
通
院

診断確定から2年以
内のため、対象外

手術・放射線治療・抗がん
剤治療の通院ではない場合、
対象外

お
支
払

お
支
払

2年 2年 2年

＊上皮内新生物
 の場合も同様
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診断給付金複数回支払特約

診断給付金複数回支払特約〔2018〕とは
（「経験者保険料率に関する特則」を付加されている場合）
保険期間中に、「がん」または「上皮内新生物」で以下の①または②の条件に該当したとき、
診断給付金複数回支払特約〔2018〕の複数回診断給付金をお支払いします。

病名 条件

が
ん

① 初回の複数回診断給付金 
責任開始日以後に初めてつぎの（ア）および（イ）に該当した月の初日から2年以上経過後に、
つぎの（ア）および（イ）に該当したとき

 （ア）「がん」と診断確定されていること
 （イ）「がん」の治療を直接の目的とする入院または所定の通院をしていること（※1）

② 2回目以降の複数回診断給付金 
前回の複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記（ア）および（イ）
に該当したとき

上
皮
内
新
生
物

① 初回の複数回診断給付金 
責任開始日以後に初めて「上皮内新生物」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、
つぎの（ア）および（イ）に該当したとき

 （ア）「上皮内新生物」と診断確定されていること
 （イ）「上皮内新生物」の治療を直接の目的とする入院または所定の通院をしていること（※1）

（※2）
② 2回目以降の複数回診断給付金 
前回の複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記（ア）および（イ）
に該当したとき

（※1）所定の通院について
以下の（a）から（c）のいずれかの通院をいいます。（ホルモン療法のための通院は含みません。） 
（a）手術のための通院 
（b）放射線治療のための通院（電磁波温熱療法を含む） 
（c）抗がん剤治療のための通院（経口投与を除く）

（※2）「上皮内新生物」の場合の保障金額は、「がん」の場合の複数回診断給付金額の10％となります。

＜「がん」の場合の複数回診断給付金のお支払例＞

2024年7月
診断確定と入院

2025年
4月

2026年
7月

2026年
11月

2029年
3月

2028年
11月

入院 入院 入院
通
院

2年 2年 2年

入院

◆ 複数回診断給付金は、がん・上皮内新生物でそれぞれ2年に1回を限度としてお支払いします。
なお、保険期間におけるお支払回数の限度はありません。

◆ 複数回診断給付金の保障金額につきましては、保険証券等でご確認ください。

新がん保険・スーパーがん保険にご加入のお客様
通院給付金の保障がないご契約の場合、または、通院が通院給付金のお支払の対象にならない場合でも、上記①または②の
条件に該当した場合は、複数回診断給付金のお支払の対象となりますので、当社までご連絡ください。

お
支
払

手術・放射線治療・抗がん
剤治療の通院ではない場
合、対象外

お
支
払

「診断確定と入院」
から2年以内のため
対象外
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診断給付金複数回支払特約

保険期間中に、「がん」または「上皮内新生物」で以下のいずれかの条件に該当したとき、

診断給付金複数回支払特約の特約診断給付金をお支払いします。

＜条件＞「がん」の場合（※）

① 初めてがんと診断確定された月の初日から2年以上経過後に、以下の（ア）および（イ）に該当したとき

（ア）がんと診断確定されていること

（イ）がんの治療を直接の目的として入院をしていること

② 前回の特約診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記①の（ア）および（イ）に該当し

たとき

（※） 「上皮内新生物」の場合も同様の条件となります。

ただし、保障金額は、「がん」の場合の特約診断給付金額の10％となります。

＜特約診断給付金のお支払例＞

◆特約診断給付金は、がん・上皮内新生物でそれぞれ2年に1回を限度としてお支払いします。

なお、保険期間におけるお支払回数の限度はありません。

◆特約診断給付金の保障金額につきましては、保険証券等でご確認ください。

診断給付金複数回支払特約とは

2024年4月
がんの診断確定

2025年
1月

2026年
4月

2028年
12月

2028年
8月

入院 入院 入院
通
院

診断確定から2年以内の
ため、特約診断給付金
対象外

通院のため、
特約診断給付金
対象外

お
支
払

2年 2年 2年

＊上皮内新生物の場合も同様

2026年
8月

お
支
払
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